
12

＜利用を希望される方は＞

個人番号カードを本人確認書類にされる方や電子申請等で

利用される方は、申請書に写真を貼って同封の返信用封筒

により申請してください。

※個人番号カードの交付を受けるときは、引き換えに通知

カードを市区町村窓口で返納することになります。

※住民基本台帳カード（住基カード）をお持ちの場合、両

方のカードを所持することはできません。個人番号カード

取得の際には、通知カードのほかに住基カードも返納する

ことになります。

●源泉徴収票の作成手続

●健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き

●証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成　など

　＊従業員等のマイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ

　＊事業者は社会保障に関する手続き書類に従業員等のマイナンバーなどを記載して役場に提出

　＊マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ
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マイナンバー
「通知カード」と「個人番号カード」
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　まだ通知カードがお手元に届いていない方は、役場に返戻されている可能性があ

りますので、町民課（６－０１０３）までお問い合わせください。来庁の際は事前

に連絡を頂き、免許証等の本人確認書類と印鑑をお持ちください。（代理人が受領す

る場合は、併せて委任状が必要となります。）


